
　

令和８年４月

有　　田　　町

生活排水処理実施計画

　生活排水処理基本計画に基づき、水の適正利用及び公共用水域の悪化
防止に関する施設整備、普及及びし尿・汚泥の適正処理を図るため、令和
8年度での実施計画を示したものである。



1， 処理区域：

2， 計画人口： 18,144 人

3， 世帯数： 7,882 世帯

4， 面　積： 65.80 ｋ㎡

3， 計画期間：

4，

1，

2，

有田町（委託）

委託業者名

1，

Ⅰ．一般廃棄物処理の基本事項

有田町全域

令和8年4月1日～令和9年3月31日

Ⅱ．一般廃棄物の処理主体

処理計画量　(し尿･浄化槽汚泥）

し尿 浄化槽汚泥 合計

13,775kℓ 262kℓ 14,037kℓ

　2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項及び同施行令４条に基づく処理施設及
び業務委託業者

　　伊万里・有田地区衛生センター：西日本ＪＫＯ株式会社

し尿・浄化槽汚泥処理主体

処理施設及び収集運搬に関する事項

(1)収集運搬については、有田町が許可した許可業者が行なう。

(2)中間処理施設の管理・運営は、一部事務組合が行なう。

　1)一部事務組合：伊万里・有田地区衛生組合（伊万里・有田地区衛生センター）

（構成市町：伊万里市・有田町）

有田町（委託）

委託業者名

　株式会社 環境整備
　　　　　　　　事業センター

(1)処理主体

公共下水道

農業集落排水 乾燥

下水処理

種　　　類 処理区分
処理主体

収集運搬 処理

株式会社 環境整備

　 　　事業センター

Ⅲ．処理計画

生活排水処理計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．計画区域内人口（町内全域）

し尿

浄化槽汚泥

し尿処理

有田町（許可）

伊万里・有田地区
衛生センター

　株式会社 環境整備
　　　　　　　　事業センター

6,282人

２．水洗化・生活雑排水処理人口

（１）コミュニティプラント

（２）浄化槽

（３）公共下水道

18,144人

令和8年度計画

12,963人

-

（４）農業集落排水

３．水洗化・生活雑排水未処理人口（単独浄化槽）

４．非水洗化人口

５．計画処理区域外

6,286人

395人

494人

4,687人

-



2，

(4)中継施設の概要（有田町所有）

(5)中間処理計画

3，

伊万里・有田地区衛生センター

所　在　地 佐賀県伊万里市二里町八谷搦６２７番地３

㈱環境整備事業センター 14,037kℓ

平成２年９月～平成５年３月建設年度

・搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量

許可業者名 令和8年度計画

処理方式 固液分離方式

し尿・浄化槽汚泥の処理計画

業者名 取扱品目 収集運搬車両

(1)収集運搬計画(有田町全域）

・残渣の量及び処分方法

令和8年度計画残渣量 処分方法

面　　　積 台帳面積　　１４３.５㎡

容　　　量 １２０ｋｌ

構　　　造 コンクリート造、長方形箱型、投入口マンホール２個

戸別収集

・収集区域の範囲・収集回数及び収集方法

施設名称 戸杓中継槽

所　在　地 佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３３９３番地１

区　　分 収集回数 収集方法

し尿 概ね月１回

0㎥ 焼却

住民に対する広報・啓発活動

項　　　　目 計　　画　　内　　容

広報誌での啓発
毎年発行の汚水処理ニュースに家庭排水をきれいにして流そう
という啓発記事を掲載する。

2ｔ車1台、3ｔ車6台
4ｔ車2台、10ｔ車2台

し尿及び浄化槽汚泥
㈱環境整備事業セン
ター

戸別収集

浄化槽汚泥 年１回以上

面　　　積 敷地面積　１１，９２８㎡

施設規模 146ｋｌ/日（生し尿128ｋｌ、浄化槽汚泥１８ｋｌ）

（2)許可業者等により適切な収集運搬の確保

　・収集運搬体制にて、搬出量見込みを踏まえ既存許可業者による適切な収集運搬体制が確保
できている為、新規の収集運搬の許可は行わない。

(3)災害発生時の一般廃棄物収集運搬

　・有田町地域防災計画及び有田町災害廃棄物処理計画に基づき、災害時における廃棄物の収
集運搬に係る支援協力に関する協定書により佐賀県環境整備事業協同組合へ要請する。

　・一時的に、一般廃棄物等を広域的に収集、運搬、処理、処分等を行わなければならなくなった
時、臨時的に必要に応じて委託等を検討する。

・処理施設の概要

施設名称


